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平成28年７月26日 
総務省政策統括官（統計基準担当） 

諮問第91号の概要 
（小売物価統計調査の変更） 

【資料３の参考】 



 国民の消費生活上重要な支出の対象となる商品の小
売価格及びサービスの料金を調査し、消費者物価指数
（CPI）や、その他物価に関する基礎資料を得ること。 

調査の目的 

調査の概要 

１ 

 昭和25年６月から、月次の「小売物価統計調査」として開始 
 約550品目の商品やサービスの価格を調査し、品目ごとの小売価格を集計するとともに、消費者物価指数を作成 
 平成25年１月調査から、別途実施されていた「全国物価統計調査」との統合に伴い、「小売物価統計調査（動向編）」に変更 

動向編 

 昭和42年から５年周期の「全国物価統計調査」 として開始 
 平成25年１月調査から「小売物価統計調査」に統合し、「小売物価統計調査（構造編）」として再編 
  （注）全国物価統計調査は、平成19年調査を最後に中止 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構造編 

調査名 対象事業所数 調査周期 調査品目 

地域別価格差調査 約500事業所 隔月（奇数月調査） 56品目 

店舗形態別価格調査 約1,000事業所 隔月（偶数月調査） ９品目 

銘柄別価格調査 約15事業所 隔月（偶数月調査） ９品目 

⇒ 調査結果は動向編の調査品目見直しにも活用 

 総務省統計局消費統計課物価統計室 

調査実施部局 



２ 

 昨年度の統計委員会における諮問審議において、調査実施者から、調査品目の選定に係る「小売物価統計調査
（動向編）の品目の選定基準」及び 「小売物価統計調査（構造編）の品目の選定基準」（いずれも、「基準」
部分とその運用を示した「説明」部分とで構成されている。）が示され、その内容等を審議し、一部修正を求めるとと
もに、「選定基準に沿って適時・適切に選定する」旨が今後の課題として指摘されたところ（平成27年９月17日諮
問第80号の答申） 

 
 この指摘を踏まえた調査実施者による構造編の調査品目の見直しの作業過程で、説明部分の内容を詳細にするこ

とが望ましいと考えられる部分があったため、選定基準の充実を図る観点から、該当する部分の追記を行いたいとして
いるもの 

 
 今回の追記について部会長とも調整した結果、今回の変更は基準そのものの変更ではないが、前回の諮問審議の
際に基準部分と説明部分を一体的に審議していることから、その内容の適否等を確認することが必要との結論 

諮問の経緯 

① 選定基準中の説明部分の追記が、実際の選定作業を踏まえた適切なものであるかどうかを確認（追記内容の詳細は、４頁参照。） 
② 併せて、今回の品目変更が、選定基準に沿っているか確認 
   ・地域別価格差調査 ・・・・・ 「かまぼこ」を取りやめ、「豆腐」を新たに取り入れるなど、７品目の入替え  
   ・店舗形態別価格調査 ・・・ 「ビール」を取りやめ、「清酒」を新たに取り入れるなど、３品目の入替え 
   ・銘柄別価格調査 ・・・・・・・ 「家庭用ゲーム機」を取りやめ、「電気かみそり」を新たに取り入れるなど、３品目の入替え 

審議のポイント 



３ 

区分 地域別価格差調査 店舗形態別価格調査 銘柄別価格調査 

共通基準 ⅰ） 動向編において通年調査をしている品目 

ⅱ） 天候等によって大きく価格変動が生じない品目 

ⅲ） 消費生活上の重要度が比較的高い品目 

ⅳ） 継続的に円滑な価格取集が可能な品目 

個別基準 ⅴ） 消費者の買い回りの範囲が
狭い品目 
ⅵ） 直近の消費者物価地域差指

数において、地域間の価格差が
あると判断される品目 

ⅶ） 店舗形態間の価格差が
あると判断される品目 

ⅷ） 同一品目の中に調査銘柄

と同等の売れ筋の銘柄が存
在し、今後、動向編の調査品
目における調査銘柄に変更が
生じる可能性があると考えら
れる品目 

（ⅰ）の説明 経常的に比較するために、通年で価格把握が可能である必要があり、特定の季節しか出回らない商品は除く。 
（ⅱ）の説明 経常的に比較するために、天候等により、特定の地域や調査年の価格が大きく変動する品目（生鮮食品（生鮮魚介、生鮮野菜及び

生鮮果物））は除く。 
（ⅲ）の説明 調査の効率上、直近の消費者物価指数におけるウエイト（万分比）５以上を目安として品目を選定する。 
（ⅳ）の説明 当該品目を取り扱っている店舗が調査対象地域に存在し、調査員が当該品目の価格を安定的に調査することが可能である品目を選定

する。 
（ⅴ）の説明 地域間価格差の把握を目的とすることから、調査地域で販売されていない品目など、消費者が居住している地域外で購入する場合が多

いと考えられる品目を除き、消費者が、専ら居住している地域で購入していると考えられる品目（消費者の買い回りの範囲が狭い品目）を
選定する。 

（ⅵ）の説明 動向編の結果及び地域別価格差調査の結果により、都道府県別及び市町村別の変動係数等から地域間の価格差を確認し、価格差
が大きい順に品目を選定する。 

（ⅶ）の説明 動向編の結果等で店舗形態別の価格差を確認し、価格差が大きい順に品目を選定する。 
（ⅷ）の説明 動向編の調査銘柄選定に資するため、今後、動向編の調査銘柄の候補となり得る準売れ筋の銘柄や、まとめ売りといった販売単位が異

なる銘柄が存在している品目を選定する。 



区分 基準 
説明部分 

現 行 修正案 
共通基準 （ⅳ）継続的に円滑な

価格取集が可能な品目 
（ⅳ）の説明 
 当該品目を取り扱っている店舗が調査対
象地域に存在し、調査員が当該品目の価
格を安定的に調査することが可能である品
目を選定する。 

（ⅳ）の説明 
・  当該品目を取り扱っている店舗が調査対  
 象地域に存在し、調査員が当該品目の価 
 格を安定的に調査することが可能である品目 
 を選定する。 
  また、品目変更に係る調査員の事務負担 
 を考慮した上で、調査目的を効率的に達成 
 できるよう品目を選定する。 
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地域別価格
差調査 

（ⅵ）直近の消費者
物価地域差指数におい
て、地域間の価格差が
あると判断される品目 
 

（ⅵ）の説明  
 動向編の結果及び地域別価格差調査の
結果により、都道府県別及び市町村別の
変動係数等から地域間の価格差を確認し、
価格差が大きい順に品目を選定する。 

（ⅵ）の説明  
・ 動向編の結果及び地域別価格差調査の  
 結果により、都道府県別及び市町村別の 
 変動係数等から地域間の価格差を確認し、 
 価格差の要因が地域的な影響以外による 
 ものが大きいと見込まれる品目を除いた上 
 で、価格差が大きい順に品目を選定する。 

店舗形態別
価格調査 

（ⅶ）店舗形態間の
価格差があると判断され
る品目 

（ⅶ）の説明  
  動向編の結果等で店舗形態別の価格
差を確認し、価格差が大きい順に品目を選
定する。 

（ⅶ）の説明  
・ スーパーとそれ以外の店舗形態（一般小 
 売店、量販専門店（ドラッグストア含む） 
 等）で価格比較が可能な品目を選定する。 
・ 中分類ごとに、動向編の結果等で店舗形 
 態間の価格差を確認し、価格差が大きい順 
 に品目を選定する。 

４ 
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